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監査の結果に関する報告に係る措置について（勧告） 

 

令和２年９月３日から同年１０月２３日までの間に実施した市民生活部市民課に

対する定例監査の結果、下記のとおり特に措置を講ずる必要があると認める事項（指

導事項）がありました。 

ついては、必要な措置を講じるとともに、令和３年１月１５日（金）までにその

内容を監査委員に通知してください。 

記 

１ 特に措置を講ずる必要があると認める事項（指導事項） 

契約関係 

委託契約事務において、前回と同様に見積執行調書の執行日が適切でな 

いものが見受けられたため、チェック体制を強化し、再発防止に努められた

い。 

２ 措置を講ずべき理由 

契約関係 

見積執行は、当該年度(４月１日以降)にしなければならない。 

 

 

 


